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保険料の
調整率

第１段階 （合計所得金額＋課税年金収入≦80万円） 0.455
※ 28,300

第２段階 0.685
※ 42,700（合計所得金額＋課税年金収入≦120万円）

第３段階 （第1・第2段階以外） 0.690
※ 43,000

第４段階 0.900 56,100（公的年金等収入＋合計所得金額≦80万円）本人が住民税非課税

第５段階 （上記以外） 1.000 62,400本人が住民税非課税

第６段階 （120万円）未満 1.200 74,800

第７段階 （210万円）未満 1.300 81,100

第８段階 （320万円）未満 1.500 93,600

第９段階 （420万円）未満 1.700 106,000

第１０段階 （520万円）未満 1.900 118,500

第１１段階 （620万円）未満 2.100 131,000

第１２段階 （720万円）未満 2.300 143,500

第１３段階 （720万円）以上 2.400 149,700

本人が
住民税課税で、
合計所得金額が
基準所得金額

世帯全員が
住民税非課税

段階 対象者 年額（円）



利 用 者

福祉保健課・地域包括支援センターの窓口

基本チェックリスト

福祉サービス

利用対象者

要支援・要介護認定

要支援１～２ 要介護１～５

地域包括支援センターによ

る介護予防ケアプラン作成

居宅介護支援事業者
によるケアプラン作成

相談・申請

*非該当

*在宅希望

居宅サービス

・訪問介護

・訪問看護

・通所介護

・通所リハビリ（村外）

・短期入所生活介護

・福祉用具貸与

など

地域密着型サービス

・地域密着型通所介護

（令和６年６月から）

・認知症対応型共同生活介護（村外）

など

介

護

給

付

施設サービス

・介護老人福祉施設

・介護老人保健施設 など

*
施
設
希
望

生活機能の低下がみられる方

一般介護予防事業

・さのぼり運動教室

・さわやか笑室 など

介護予防・生活支援サービス事

業

・訪問型サービス

・通所型サービス など

地
域
支
援
事
業

介護予防サービス

・介護予防訪問看護

・介護予防居宅療養管理指導

・介護予防通所リハビリ（村外）

・介護予防福祉用具貸与 など

予 防 給 付

*
非
該
当

福祉サービス

・いきがい活動支援通所

事業

・福祉生活支援事業 など

*条件あり
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0982-68-7512 0982-68-7513 0982-68-7510

７６８－７５１２ ７６８－７５１３ ７６８－７５１０

0982-68-7513

７６８－７５１３

椎葉村第10次⾼齢者保健福祉計画及び第９期介護保険事業計画
概要版

発⾏年⽉︓令和６年３⽉／発⾏︓宮崎県椎葉村／編集︓福祉保健課
〒883-1601　宮崎県東⾅杵郡椎葉村⼤字下福良1762番地 1

電話︓0982-68-7513／ＦＡＸ︓0982-68-7511
https://www.vill.shiiba.miyazaki.jp/
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